
平成２３年７月２０日

地域商店街活性化法※に基づく商店街活性化事業計画の認定について

地域商店街活性化法では、商店街ならではの「地域コミュニティの担い手」

としての機能を発揮することにより、商店街の活性化を図ることを目的とし

て、商店街振興組合等による地域住民に役立ち、地域の魅力を発信する取組に

対し支援を行います。

同法の規定に基づき申請された事業計画について審査した結果、本日、協同

組合柏駅東口中央商店街連合（千葉県柏市）の事業計画の認定を行いました。

※地域商店街活性化法の正式法律名は、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた

事業活動の促進に関する法律（平成 21年法律第 80 号）

１．支援策の内容

認定を受けた事業者に対しては、実施事業に対する補助、中小企業信用保

険法の特例等の支援措置が講じられます。

また、㈱全国商店街支援センターにより、商店街活性化を担う人材の育成

を行うとともに、商店街の活性化に向けた取組を支援するために必要な専門

家の派遣、情報提供などを実施していきます。

制度の概要等は、下記アドレスよりご覧いただけます。

http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/shougyou/mall_activation.html

２．認定の状況

本日、本法施行後７回目の認定として、当局管内では商店街活性化事業

計画１件（全国３件）の認定を行いました。（当局管内の認定計画の概要に

ついては別紙のとおり）

これにより、当局管内で認定された商店街活性化事業計画は２７件（全

国７９件）になります。

今後も地域住民の需要に応じた活性化事業に取り組む商店街に対して、

引き続き支援を行います。

（本発表資料のお問い合わせ先）

関東経済産業局 産業部 流通・サービス産業課 商業振興室

担当者：酒匂、水嶋、鈴木

電 話：０４８－６００－０３１８（直通）



地域商店街活性化法※に基づく第７次認定案件の概要
（※商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律）

平成 23 年 7 月

関東経済産業局

１．協同組合柏駅東口中央商店街連合（千葉県柏市）

エリア・リンクが『まちの魅力』を高める柏駅東口中央商業エリア

活性化事業

� 地域住民が求める「おしゃれなまち」をコンセプトに掲げ、駅と商店街

の連結部に新たな拠点となる商店街広場を整備。多世代が交流でき

るコミュニティスペースとして来街者がくつろぎ、まちを楽しむことので

きる空間を提供する。また、商店街広場では、オープンカフェ事業を

展開し、軽食等を提供することで長時間商店街に滞在できる環境を

整備する。さらに、地元の NPO 法人等、様々な組織と連携しながら、

商店街広場等をステージとした音楽祭や朝市等を実施する。



地域商店街活性化法の概要
（商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律）

商店街ならではの「地域コミュニティの担い手」という機能を発揮することにより、商店街の活性化を図ることを目
的として、商店街振興組合等による、地域住民のニーズに基づく取組みに対し、補助金、税制、人材育成など総合
的な支援を行います。

１．法による認定の仕組み
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《補助金・税制・融資支援を抜本的に拡充》

★補助金 補助率最大２／３

★税 制 土地等譲渡所得の１５００万円特別控除
（商店街内の遊休土地の譲渡を促進（空き店舗対策））

★融 資 市町村による高度化融資の新設
小規模企業設備導入無利子貸付

２．拡充された支援策の内容

『商店街活性化事業計画』の申請
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小規模企業設備導入無利子貸付
（貸付割合１/２→２/３）

《人づくり･･･「やる気」を喚起し、ノウハウを提供》

★(株)全国商店街支援センターによるサポート
人材研修、起業支援、支援人材の派遣、商店街活性化手法・
ノウハウの提供・普及

※ 計画の認定を受けたとしても自動的に支援を受けられるものではあ
りません。受けたい支援措置ごとにそれぞれ申請し、審査を受けていた
だくことになります。

３．法認定の対象となる事業の例

地域に貢献する事業： 高齢者・子育て支援、宅配サービス 等

地域の魅力を発信する事業： 地域イベント、商店街ブランド開発 等

計画の認定を受けた商店街振興組合等や、その
構成員である商店主などが行う『商店街活性化事
業』について、様々な支援を行います。

事前調整 意見照会

申請された計画を認定


